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○九重町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱 

平成３１年４月１日 

九重町告示第７０号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼす恐れのある地域におけ

る住民の生命の安全を図るため、危険住宅の移転を行う者に対して予算の定めるところによ

り補助金を交付するものとし、その交付については、九重町補助金等交付規則に定めるもの

のほか、この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊等による危険が著しい、次の（１）

から（３）いずれかの区域に存する既存不適格の住宅（当該区域の指定等により建築制限の

基準に適合しないこととなったものに限る。）、又は（１）から（５）までのいずれかに該

当する区域に存する住宅（建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生

じたものであって、町長が移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行ったものに限る。）

をいう。ただし、避難指示については、当該指示が公示された日から６月を経過している住

宅に限る。 

（１） 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第３９条第１項の規定に基づく災害危険

区域（急傾斜地崩壊危険区域） 

（２） 建築基準法第４０条に基づく建築を制限している区域 

（３） 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法

律第５７号）第８条に基づく土砂災害特別警戒区域 

（４） 土砂災害防止法第４条第１項に定められた基礎調査を完了し、（３）に掲げる区域

に指定される見込のある区域 

（５） 事業着手時点で過去３年間に災害救助法（昭和２２年１０月１８日法律第１１８号）

の適用を受けた区域 

（改正（令４告示第９５号）） 

（補助対象者） 

第３条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、危険住宅の所有者等（ただし、国、地方公共団体又はその機関を除く。）で当該危険住

宅を町内の安全な場所に移転する者とする。ただし、九重町暴力団排除条例（平成２３年３

月２２日九重町条例第２号）第２条第２号に規定する暴力団員であってはならない。また、

町税の滞納その他、町に対する債務の不履行がない者（同一世帯員を含む。）。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費及び補助限度額等は、別表１のとおりとする。ただし、

補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

２ 補助対象事業は、危険住宅に居住する者の代替住宅への移転及び当該危険住宅の除却を伴
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うものでなければならない。 

３ 移転の対象となる危険住宅に代わる住宅の新築については、次の各号に掲げる要件に適合

するものでなければならない。 

（１） 原則として土砂災害特別警戒区域外に存すること。 

（２） 原則として建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５

３号）第２条第１項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すること。 

（改正（令４告示第９５号）） 

 （３） 原則として都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８８条第１項に規定 

する行為で同条第５項の規定に基づく公表に係るものではないこと。 

（４） 移転事業の対象となる危険住宅に代わる住宅については、原則として別の危険住宅 

の購入・改修によるものではないこと。 

（補助金交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、九重町がけ地近接

等危険住宅移転事業補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添付し提出

しなければならない。 

（１） 九重町がけ地近接等危険住宅移転工事計画書（様式第２号） 

（２） 危険住宅除却工事費の見積書の写し 

（３） 金融機関等の貸付予約通知書の写し又はこれに代わるもの 

（４） 危険住宅の位置図、配置図（がけ断面図を含む。）及び平面図 

（５） 移転先の位置図 

（６） 危険住宅の土地及び家屋の登記簿謄本 

（７） 移転先の土地の登記簿謄本 

（８） 危険住宅及び移転先の写真 各２葉 

（９） 誓約書（様式第１２号） 

（１０） 町税等納付状況調書（様式第１３号） 

（１１） 跡地の管理に関する誓約書（様式第１４号） 

（１２） その他、町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定通知） 

第６条 町長は、前条の申請があったときは、書類審査及び現地調査を行い、補助金交付の適

否を決定し、九重町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書（様式第３号）（以

下「決定通知書」という。）又は九重町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金不交付決定通

知書（様式第４号）によりその旨を申請者に通知するものとする。また、決定通知書による

通知を行う場合において、町長は必要な条件を付することが出来る。 

（工事着手届） 

第７条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助対象者」という。）が移転工事に着手す

るときは、がけ地近接等危険住宅移転事業着手届（様式第５号）を町長に提出しなければな
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らない。 

（補助事業の変更申請） 

第８条 前条の規定により補助金の決定通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、

補助金の決定通知を受けた事業（以下「補助事業」という。）について、内容を変更しよう

とするときは、あらかじめ九重町がけ地近接等危険住宅移転事業変更申請書（様式第６号）

を提出しなければならない。町長は、本条の申請があったときは、前条の規定を準用する。

この場合において、九重町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定変更通知書（様式

第７号）又は九重町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金不交付決定通知書（様式第４号）

によりその旨を申請者に通知するものとする。また、決定通知書による通知を行う場合にお

いて、町長は必要な条件を付することが出来る。 

（補助事業の取り止め申請） 

第９条 補助事業者は、補助事業を取り止めようとするときは、あらかじめ九重町がけ地近接

等危険住宅移転事業取り止め申請書（様式第８号）を提出しなければならない。 

（実績報告） 

第１０条 実績報告は、九重町がけ地近接等危険住宅移転事業完了報告書（様式第９号）に次

の当該各項に定める書類を添付し、補助事業完了の日から起算して３０日を経過した日、又

は補助金の交付決定のあった日の属する年度の２月末のいずれか早い期日までに提出しな

ければならない。 

（１） 危険住宅除却工事費の請求書又は領収書の写し 

（２） 金融機関等の融資契約書の写しはこれに代わるもの 

（３） 除却跡地及び移転先の写真 各２葉 

（４） 建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号）第２条

第１項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合することを証する書類 

（５） その他、町長が必要と認める書類 

（改正（令４告示第９５号）） 

（補助金の額の確定通知） 

第１１条 町長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、かつ、

現地を調査し、その報告に係る移転工事の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに対した

条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、九重町がけ地近接等危険

住宅移転事業補助金の額の確定通知書（様式第１０号）により、補助対象者に通知するもの

とする。 

（補助金の交付） 

第１２条 この補助金は精算払いの方法により交付する。 

（補助金の交付請求） 

第１３条 補助金の額の確定の通知を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、

九重町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付請求書（様式第１１号）を提出しなければ
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ならない。 

（交付決定の取り消し等） 

第１４条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付

の決定を取り消し、又は変更することがある。この場合において既に補助金が交付されてい

るときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（１） この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。 

（２） この要綱により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。 

（３） その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。 

（跡地の管理） 

第１５条 補助対象者は、危険住宅除却後の跡地について、町長の指示する標識を設置し適正

な管理を行わなければならない。 

（関係書類の保管） 

第１６条 補助対象者は、補助金及び移転工事費の経費を明らかにする帳簿を作成し、証拠書

類と共に移転事業完丁後５年間保管しなければならない。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年３月１９日告示第２１号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月３０日告示第４５号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年８月２９日告示第９５号） 

この告示は、公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則（令和５年３月２２日告示第２３号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年１２月２６日告示第１３７号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和７年３月２５日告示第３５号） 

この告示は、公布の日から施行する。 
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別表１ 

（改正（令３告示第４５号）） 

経費の配分 交付対象事業の内容 限度額 

移転

事業

に要

する

経費 

事業

費 

危険住宅の除却等

に要する経費（除却

等費） 

移転を行う者に対して危険住宅の除

却等に要する費用を交付する事業 

社会資本整備

総合交付金交

付要綱（平成

２２年３月２

６日国官会第

２３１７号）

（以下国の要

綱とする）附

属第Ⅲ編第１

章表イ－１６

－（１２）―

１により算定

された額。 

危険住宅に代わる

住宅の建設（購入を

含む。）に要する経

費（建設助成費） 

移転を行う者に対して、危険住宅に代

わる住宅の建設又は購入（これに必要

な土地の取得を含む。）をするために

要する資金を金融機関、その他の機関

から借入れた場合において、当該借入

金利子（年利率８．５％を限度とす

る。）に担当する額の費用を交付する

事業（移転先は町内の土砂災害特別警

戒区域、災害危険区域及びがけ条例適

用区域外に限る。） 

国の要綱附属

第Ⅲ編第１章

表イ－１６－

（１２）―１

により算定さ

れた額。 

 

 


